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策定の趣旨 

 生涯学習推進計画は、平成２１年度から平成２７年度の７年間を計画期間と

して策定され、この計画期間においては社会状況の変化などを検証し、事業の

確実な推進を図ることとしています。 

推進計画の目標とする、市民一人ひとりの生き方を大切にし、それぞれの世

代が「いつでも、どこでも、なんでも」学習できる生涯学習のまち、学びと交

流をとおし、より良いまちづくりを進めるためには、確実な事業実施が求めら

れます。 

 実施計画は、我孫子市生涯学習推進計画に位置付けられた基本目標、基本計

画、主要施策に位置づく各生涯学習事業を明らかにし、着実に推進するため策

定するものです。 

 なお、実施計画の推進にあたっては、社会情勢、学習ニーズの変化に対応し

ながら進めます。 

   

 

計画の期間 

この実施計画は、平成２１年度を初年度とし、平成２４年度までの４年間を

計画期間とします。 

 

 

 進行管理 

 実施計画に位置付けられた各事業の進行管理については、生涯学習推進本部

が行ないます。 
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我孫子市生涯学習推進計画（第二次）  ― 構成 －   

基本計画 １ 学習機会の充実と学習施設の整備・充実 

主要施策 

（１）人づくり・まちづくりにつながる学習内容の充実  

（２）学びたいときに学べる学習機会の充実  

（３）生涯学習施設の整備・充実  

（４）市民の自主的な学習活動の支援 

 

基本計画 ２ 学習情報の提供と学習相談体制の充実 

 主要施策 

（１）生涯学習情報の収集と提供システムの確立 

（２）生涯学習に対する支援体制・相談システムの充実 

（３）小学校・中学校・高等学校・大学との学習情報のネットワーク化 

（４）国際化に対応した学習情報の収集と提供 

（５）企業・研究機関・NPO・市民団体等との連携 

 

基本計画 ３ 地域の教育力を高める環境整備の推進 

 主要施策 

（１）地域全体で学校教育を支えるしくみづくり 

（２）地域に密着した学習の場の提供 

（３）食育をとおした心身ともに健康な児童・生徒の育成 

（４）地域の中等・高等教育機関との連携強化 

（５）子どもの自然体験・地域学習の機会の充実 

（６）地域の青少年育成団体の育成 

（７）リーダー・コーディネーターの養成 
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基本計画 ４ 人材の発掘･育成による学習活動の推進 

主要施策 

（１）生涯学習人材情報の充実や活用 

（２）市民講師の共同研修の実施と学習提供事業の充実 

（３）生涯学習でのボランティアの育成と活用 

 

基本計画 ５ 我孫子の自然・環境・歴史・文化への取り組み 

主要施策 

（１）手賀沼の浄化、生態系復活に向けた学習、啓発活動の推進、市民活動への支援 

（２）手賀沼周辺の自然と歴史・文化遺産の一体的活用の推進と情報発信 

（３）豊かな自然環境を保全活用する学習機会の充実と市民活動への支援 

（４）鳥の博物館と（財）山階鳥類研究所、千葉県手賀沼親水広場（水の館）との連携と

協力 

（５）地球温暖化対策など環境保全に関する啓発と市民活動への支援 

（６）ごみの減量化、リサイクルの啓発 

（７）郷土芸能や生活文化・祭りなどの保存・継承・支援 

（８）埋蔵文化財や歴史資料など歴史的・文化的遺産の保存・活用や情報発信の拡充 

（９）文化・芸術活動の育成と情報発信 

（10）文化・芸術活動や発表の場の確保 

 

基本計画 ６ 心身の健康増進と、生涯スポーツの推進 

主要施策 

（１）生活習慣病の危険因子をなくすための一次予防 

（２）食生活の改善や運動の習慣化などの健康づくり 
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（３）既存施設の整備・充実と民間施設を活用した場の確保 

（４）生涯スポーツを支えるしくみづくり・人づくり 

（５）生涯スポーツの推進 

 

基本計画 ７ 生涯学習推進体制とあびこ楽校の充実 

主要施策 

（１）生涯学習推進計画の推進 

（２）生涯学習推進本部体制を強化、現代的課題への対応 

（３）大学や企業等との連携の強化 

（４）市民の自主的な学習活動への支援 

（５）生涯学習活動団体への支援 

（６）人づくり・まちづくりにつながる学習内容の充実 
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

(１) 人づくり・まちづくりにつながる学習内容の充実

1 財政情報の提供

広報やホームページなどを通して、当初予算の状
況、執行状況及び決算の状況、財務諸表などわか
りやすく財政情報を提供する。

○ ○ ○ ○ 財政課

2 観光セミナー事業

地域の特性を生かし活性化を図るために、市のシ
ンボルである手賀沼の景観や水辺を資源として活
用して商業展開に結びつけることや、観光産業、
食事、買い物の機能の充実など観光と連携したま
ちの賑わいづくりについて学ぶ。

○ ○ ○ ○ 商工観光課

3 住宅情報の総合的提供

市のホームページに「住まい」に関わる情報提供
ページを設け、市が行っている住宅施策の情報を
発信する。

○ ○ ○ ○ 建築住宅課

4 広報作成事務

公共下水道への理解を深め、下水道利用率の向
上のため、ホームページの充実、「広報下水道」を
発行する。

○ ○ ○ ○ 下水道課

5 地区計画の充実
地区計画制度をさらに活用するため、広く市民にＰ
Ｒするとともに、活用への支援を行う。

○ ○ ○ ○ 都市計画課

6 広報活動推進事業

あびこの水道、水道局ホームページ、広報あびこ
等を通して、事業運営状況や水資源の重要性（節
水の周知等）を理解してもらうため、積極的に情報
提供を行う。

○ ○ ○ ○ 水道局経営課

7 長寿大学

高齢者として充実した生活を送るために、人間関
係を深めつつ、地域の活動や社会の変化に順応し
た知識を楽しく学び、地域活動、まちづくり等に積
極に参加できるよう開設する。

○ ○ ○ ○ 生涯学習課

(２) 学びたいときに学べる学習機会の充実

8 保育スタッフ事業
生涯学習センター利用者が学習に専念できるよ
う、市民ボランティアの協力を得て実施する。 ○ ○ ○ ○ 生涯学習課

9 家庭教育学級

子育てについての学習の機会や、親同士の情報
交換を通して、家庭・親子のあり方を考える機会を
提供する。

○ ○ ○ ○ 生涯学習課

10 のびのび親子学級

ゆとりある子育ての実現に向け、親子のふれあ
い、学級生同士の交流などを軸に仲間と子育てに
ついて学ぶ。

○ ○ ○ ○ 生涯学習課

11 市民図書館と学校との連携

市内小中学校図書館に図書の選定、除籍、運営
管理などの支援を行なう。また授業支援として、調
べ学習のための資料・情報の提供を行なう。学校
図書館市民図書館連絡会議を開催する。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

担　当　課

基本計画 １　　学習機会の充実と学習施設の整備・充実

 実施年度
NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

12 ハンディキャップサービス

目の不自由な方へのサービスとして「対面朗読
サービス」「郵送貸出サービス」、身体の不自由な
方へのサービスとして「宅配サービス」、耳や言葉
の不自由な方へのサービスとして「ファックスでの
リクエストの受付サービス」を行なう。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

13 図書館祝日・夜間開館
年末年始を除く祝日を開館する。市民図書館（アビ
スタ内）においては、開館日の午後8時まで開館す
る（花火大会の日を除く）。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

14 移動図書館業務
市内１４ステーションを水・木・金の午後に移動図
書館そよかぜ号が巡回して、貸出・返却等のサー
ビスを提供する。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

15
市外図書館・大学・関係機関との連
携協力

千葉県立図書館・県内市町村立図書館・国会図書
館・大学図書館など関係機関と連携して、図書資
料の相互貸借及び図書館の相互利用を行い、市
民の幅広いニーズに応える。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

16 郷土行政資料サービス

我孫子・千葉県に関する郷土・行政資料を収集・
保存・提供する。我孫子資料については、特に市
民図書館（アビスタ内）が中心となって収集・保存
していく。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

17 カウンターサービス
図書・雑誌・ＣＤ・カセットテープの貸出・返却をす
る。また、返却された図書館資料を元の書架に戻
し、書架整理をする。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

18 施設・団体への貸出サービス

市内小中学校の学級文庫へ学期ごとに６０冊まで
図書館資料を貸出する。また市内にある読書会・
家庭文庫・地域文庫・子ども会など各種団体に図
書館資料を最大２００冊まで２ヶ月間貸出する。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

19 読書普及活動

出前講座として、「子どもと読書」「大人のためのお
はなし会」「図書館の上手な使い方・楽しみ方」と３
つの講座を設け、市民団体からの依頼に対し、職
員が出向き、講義を行なう。また、出前講座以外で
も、市民団体、学校などからの依頼に対し職員を
派遣する。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

20 一般成人サービス

中学生・高校生・大学生および一般成人を対象と
する。出版情報や社会状況、市民要求を的確に把
握して資料選定を行い、講演会などの事業を実施
することにより、市民生活・生涯学習に役立つ図書
館サービスを目指す。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

21 児童サービス

子どもの人格形成や人生経験に好ましい影響を及
ぼすことのできる図書を選定し提供する。児童・生
徒に学習活動の機会を提供し、読書の楽しみと図
書館利用の促進をはかるために、おはなし会や講
座を実施する。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

担　当　課
 実施年度

NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

(3)生涯学習施設の整備・充実

22 湖北地区図書館の整備
平成２０年度に「湖北地区図書館基本計画」を策
定し、平成２１年度は建設予定地の一部を債務負
担行為により買収した。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

23 図書館の情報化推進
図書館の電算システムを適正に管理する。また館
内検索コンピュータを運用して、利用者の利便性を
はかる。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

24 図書館施設・設備維持管理
施設の環境整備に努め、施設・設備の維持管理を
適正に行い、安全で快適な読書環境を実現する。 ○ ○ ○ ○ 市民図書館

25 図書館資料管理

所蔵資料を適正に管理することで書架を新鮮に保
ち、的確な資料提供を行い、図書館サービスの向
上をはかる。資料の発注、受入、除籍、書庫入れ、
督促、リサイクルなどを行なう。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

26 蔵書点検業務

所蔵資料の蔵書点検を行うことで資料の正しい所
在とデータが確認できるため、市民に必要な資料
を的確に提供することが可能になり、図書館サー
ビスの向上をはかる。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

 (4)市民の自主的な学習活動の支援

27 都市計画に関する情報の管理・提供

市民・事業者に対して、都市計画法３条３項に基づ
き、適切な都市計画に関する情報の提供を常時行
う。

○ ○ ○ ○ 都市計画課

28 都市計画図等の作成・管理事務

常に最新の都市計画図・都市計画基本図を都市
計画課、行政情報資料室及び図書館に設置し、一
般市民・事業者が広く閲覧できるようにする。

○ ○ ○ ○ 都市計画課

29 学校図書室の休業日開放

児童生徒が気軽に読書や学習ができる場の提供
を目的として、平成17年度から新木小学校の図書
室を毎土曜日開放している。

○ ○ ○ ○ 総務課(教委)

30 図書館PR

図書館のホームページにおいて、利用促進のため
のＰＲ及び情報提供を行なう。また、「我孫子市の
図書館」「図書館だより」「たんた新聞」等の刊行物
を発行する。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

31 実習生受入・施設見学

小・中学生のキャリア教育を受け入れ、今後の進
路や職業選択の際の目安や目標となるように支援
する。社会人等のボランティア体験を受け入れ、個
人が今後の社会活動に活かせるように支援する。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

32
図書館会議室及び展示スペースの
提供

布佐分館会議室を貸し出す。湖北台分館・布佐分
館の館内壁面をミニギャラリーとして市民に提供す
る。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

担　当　課
 実施年度

NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

1 暮らしの便利長・ガイドマップの発行

暮らしの便利長：市民の生活をより安心で快適な
ものとするため、日々の生活に必要なごみや福
祉、医療、防災、文化、スポーツなど様々な情報を
提供する。
ガイドマップの発行：市民および市外各所に向け
て、我孫子市を紹介するため、市全域の地図や市
内の公共施設、散歩コース、ふるさと産品、イベン
ト情報などをお知らせする。。

○ ○ ○ ○ 秘書広報課

2 男女共同参画情報紙の発行

男女共同参画社会の重要性や必要性に対する市
民の理解を深めるため、情報紙「かがやく」を年２
回、各５０００部発行する。

○ ○ ○ ○
市民活動支援
課

3 バリアフリー調査・検証事業

すべての人が安心して外出できるようにバリアフ
リー状況の点検・検証・提案を行い、関係部署と連
携を図りながらバリアフリーを推進する。併せてバ
リアフリー情報を提供することにより高齢者や障害
者など外出困難者の社会参加を推進する。

○ ○ ○ ○
障害福祉支援
課障害者福祉
センター

4 防災マップの作成
避難場所等の防災情報を記載した防災マップを補
充分として印刷し、情報提供することにより、災害
時に的確に誘導できるようにする。

○ ○ ○ ○ 市民安全課

5 交通安全思想の普及

交通事故から子どもと高齢者を守るため、警察・交
通安全協会と連携し、より良い実践的な交通安全
啓発活動を充実させ、交通安全思想の普及を図
る。

○ ○ ○ ○ 市民安全課

6 図書館資料の予約サービス

貸出中や未所蔵の資料のリクエスト（予約）を受け
付けて利用者に提供するサービス。図書館ホーム
ページや館内検索コンピュータからも予約受付が
可能。また、近隣センター（天王台北、新木）で公
共端末からの図書館資料の予約及び予約資料の
貸出・返却を行なう。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

7
本の案内カウンター・調べもの窓口
サービス

「本の案内」窓口において、所蔵資料の位置案
内、利用者登録を行なう。「調べもの」窓口におい
て、調査研究の援助、複写サービスを行なう。

○ ○ ○ ○ 市民図書館

8 学習環境の整備

市民の自主的・主体的な生涯学習を推進するた
め、生涯学習情報の収集を行うとともに、「あびこ
楽校ニュース」「団体情報誌」「あびこ楽校ガイド」
の発行、インターネットを活用した情報提供の充実
を図る。

○ ○ ○ ○ 生涯学習課

（1）生涯学習情報の収集と提供システムの確立

担　当　課

基本計画　２　　学習情報の提供と学習相談体制の充実

 実施年度
NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

9 学習相談体制の整備
生涯学習センター「アビスタ」を拠点とした学習情
報の収集と提供を行なう。また収集した情報を活
用した学習相談窓口を行なう。。

○ ○ ○ ○ 生涯学習課

10
子ども向け情報紙の発行及びホーム
ページの運営

子ども向けの体験活動などの情報を満載した情報
紙の発行とホームページを公開し、子どもたちの体
験活動や子育て中の親をサポートする。また、子
育てネットワークの構築を目指す。

○ ○ ○ ○ 子ども支援課

11
我孫子市国際交流協会（ＡＩＲＡ）との
連携

我孫子国際交流まつりや国際交流スピーチ大会な
ど、イベントによる国際交流の場を提供する。ま
た、ＡＩＲＡが実施する国際交流事業を支援する。

○ ○ ○ ○ 企画課

12 在住外国人支援事業

日本語が不自由な在住外国人のための日本語教
室を実施する。
在住外国人のための相談窓口を設置する。

○ ○ ○ ○ 企画課

13 商Ｄｏ！マップの作成
我孫子市商工会と連携して、市内の商店情報を掲
載した商店街マップ『商Do！あびこ』を発行し、市
民への配布を行う。

○ ○ ○ ○ 商工観光課

担　当　課
 実施年度

NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容

（5）企業・研究機関・NPO・市民団体等との連携

（4）国際化に対応した学習情報の収集と提供

（3）小学校・中学校・高等学校・大学との学習情報のネットワーク化

(2）生涯学習に対する支援体制・相談システムの充実
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

1 学校評議員設置事業
学校評議員を置き、地域に開かれた学校づくりの
推進する。 ○ ○ ○ ○ 学校教育課

2
キャリア教育の推進（小中学生の職
場体験学習事業）

子ども達が地元の協力事業所において、大人達と
共に働く経験をすることによって、働くことの大切さ
や意義を感じとり、希望を持って将来を考えたり、
我孫子の良さを感じたりできるよう、地域社会・家
庭・学校が連携し合って職場体験学習を実施す
る。

○ ○ ○ ○ 指導課

3 学校支援ボランティア事業

学校教育の内容充実のため、地域住民による学
校支援を行うことを目的とする。
学校が必要とする教育支援内容に応じ、教育活動
支援、環境整備支援、安全支援、部活動、クラブ活
動支援の派遣するしくみ作りを進める。（学校支援
地域本部事業）

○ ○ 指導課

4 げんきフェスタ
子どもを対象としたイベント。子どもに関連する団体
や地域の自治会などが参加して実行委員会を組
織して、市と共同開催で実施する。

○ ○ ○ ○ 子ども支援課

5 中高生の居場所

中高生が自由な雰囲気の中で、気軽に集い仲間
作りや異年齢間の人々との交流が図れる場を提
供する。
・近隣センター「こもれび」「ふさの風」の２館で実施

○ ○ ○ ○ 子ども支援課

6 あびこ子どもまつり

子どもがまつりの企画から参加し協力しながら自
主的に行動し、このまつりをつくりあげるとともに楽
しむ。また参加する子どもは仕事体験しアビーとい
う子どもまつりで使える通貨をもらい、活用し楽し
む。

○ ○ ○ ○ 子ども支援課

7 学校週５日制事業

地域の大人の協力のもと学校休業日に、年齢を越
えた触れあいの場、遊びの中から学べる場とす
る。

○ 生涯学習課

8 朝食レシピコンクール

朝食のとり方について考える機会を作り、自分で
朝食を用意できる子供を増やすことにより、朝食欠
食率の低下を目指す。また、優秀レシピを公表する
ことで、子供以外の関係者や大人にも朝食の重要
性について考えるきっかけ作りとする。

○ ○ ○ ○
健康づくり支
援課

9 我孫子産米学校給食の導入事業

地元で生産される米を学校給食に導入することに
より、児童生徒の地域に根ざした食に関する理解
を深め「食育」を推進する。

○ ○ ○ ○ 学校教育課

（3）食育をとおした心身ともに健康な児童・生徒の育成

（1）地域全体で学校教育を支えるしくみづくり

（2）地域に密着した学習の場の提供

担　当　課

基本計画　3 　地域の教育力を高める環境整備の推進

 実施年度
NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

10 栄養教諭を中核とした食育推進事業

我孫子市の「食」に関する指導のあり方について
家庭・地域と連携し、栄養教諭を中核とした食育の
研究とその推進に取り組む。

○ 学校教育課

11 青少年キャンプ

豊かな自然の中で、野外活動を通して異年齢の人
たちと交流をはかり、子どもたちの自主性、協調性
を育む。

○ ○ ○ ○ 子ども支援課

12 手賀の丘ふれあい宿泊通学

手賀の丘少年自然の家を宿泊場所として、通学し
ながら、子どもが集団のなかで自己を確立し、心の
交流や連帯感を身に付け、社会のルールを養い、
自立心や協調性などを育む機会を提供する。

○ ○ ○ ○ 子ども支援課

13 あびこ発見ウォーク

子どもたちの自立性・自主性・協調性を培うととも
に、地域の自然や歴史文化に触れる機会を提供
する。子どもたちだけの班で布佐から我孫子まで
歩く。

○ 子ども支援課

14 子どもＮＰＯボランティア体験

子ども達が市民活動団体、福祉施設等でボラン
ティア体験することにより、子ども達の豊かな感性
や市民性を育むとともに、市民活動団体が次世代
の担い手を育成していく視点を持つきっかけづくり
を行なう。
・年2回（夏号7月/冬号12月）ＮＰＯボランティア体
験情報紙「ＪＯＹボラ」を作成し市内小中学校の全
児童、生徒に情報紙を配布。その他、高校や大学
へも情報紙を配布。
・体験者には「体験証明書」を発行。

○ ○ ○ ○
市民活動支援
課

担　当　課
 実施年度

NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容

（4）地域の中等・高等教育機関との連携強化

（7）リーダー・コーディネーターの養成

（6）地域の青少年育成団体の育成

（5）子どもの自然体験・地域学習の機会の充実
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

1 人材バンクの整備

市民の能力、経験や学習の成果をボランティア活
動や市民活動に活かす人材バンク整備のため、あ
びこ学校ニュースや募集チラシ等により、定期的に
人材募集を行う。

○ ○ ○ ○ 生涯学習課

2
防災士及び災害救援ボランティア育
成事業

防災士及び災害救援ボランティア認証資格の取得
を支援し防災リーダーを育成することで、自助・共
助による「自分たちの地域は自分たちで守る」とい
う地域の原点を自然　　発生的に芽生えさせ、自
主防災組織の組織化と活性化により、我孫子市に
おける防災力や減災力の質的向上に努める。

○ ○ ○ ○ 市民安全課

3
出前講座、市民講師メニューへの登
録

生涯学習出前講座、市民講師メニューの講師とし
て登録し、講座を提供する。

○ ○ ○ ○ 生涯学習課

（3）生涯学習でのボランティアの育成と活用

（2）市民講師の共同研修の実施と学習提供事業の充実

（1）生涯学習人材情報の充実や活用

担　当　課

基本計画　４　　人材の発掘･育成による学習活動の推進

 実施年度
NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

1 ビオトープ体験水田の運営

手賀沼を活かした環境学習として、手賀沼とふれ
あえる機会を提供する。また、水田体験を通して、
子どもたちの創造性や自主性を育む。

○ ○ ○ ○ 手賀沼課

2 手賀沼情報の提供
定期的な情報更新により、より多くの市民に、手賀
沼に対する関心を深める。 ○ ○ ○ ○ 手賀沼課

3 手賀沼船上学習の実施
市民が手賀沼の汚濁の現状や生態系の再生状況
などを知ることを通して、市民自らの浄化活動を促
進する。

○ ○ ○ ○ 手賀沼課

4 手賀沼流域フォーラムの開催
水質浄化活動を展開するため、県、流域市と市民
団体が連携を強化する。

○ ○ ○ ○ 手賀沼課

5 石鹸利用の推進
せっけんの利用を通して、私たちの生活と環境との
かかわりに関心を持ってもらい、手賀沼浄化や地
球温暖化など環境改善につなげる。

○ ○ ○ ○ 商工観光課

6
嘉納治五郎別荘跡地の整備・活用事
業

　市街地内に残る豊かな緑や文化資源を都市緑
地として一体的に整備することで、市民に憩いの
場を提供するとともに交流人口の増加を図る。

○ ○ ○ ○ 公園緑地課

7 杉村楚人冠邸の保存と活用事業

市街地内に残る豊かな緑や文化資源を都市緑地
として一体的に整備することで、市民に憩いの場を
提供するとともに交流人口の増加を図る。

○ ○ ○ ○ 公園緑地課

8 手賀沼文化拠点整備計画の推進

手賀沼文化拠点整備計画及び実行計画に位置付
けられた各事業の進行管理を行い、効果的、効率
的に事業が実施されるようにする。

○ ○ ○ ○
文化・スポーツ
課

9 手賀沼文化拠点の整備

手賀沼文化拠点整備計画及び実行計画に位置付
けられた文化拠点の整備、活用を進め、来訪者に
我孫子の文化や歴史について知ってもらう。

○ ○ ○ ○
文化・スポーツ
課

10 谷津ミュージアムづくり推進事業

手賀沼沿いで最も谷津の地形と自然環境が残さ
れている岡発戸・都部地区の谷津３６．７ヘクター
ルをまるごと保全し、昭和３０年代の農村環境の復
活を目指す。

○ ○ ○ ○ 手賀沼課

11
手賀沼農舞台根戸新田地区推進事
業

地区特有の立地条件を活かしたにぎわい形成を創
出するなかで、農を楽しむとしたテーマの農業観光
拠点を確立する。

○ ○ ○ ○ 農政課

（3）豊かな自然環境を保全活用する学習機会の充実と市民活動への支援

担　当　課

基本計画　５　　我孫子の自然・環境・　　歴史・文化への取り組み

 実施年度
NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容

（2）手賀沼周辺の自然と歴史・文化遺産の一体的活用の推進と情報発信

（1）手賀沼の浄化、生態系復活に向けた学習、啓発活動の推進、市民活動への支援
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

12
高野山新田農業体験リフレッシュプロ
ジェクト事業

農家と市民のふれ合い、付加価値米生産による
「あびこ型」都市農業。 ○ ○ ○ ○ 農政課

13 市民農園維持管理事業
市民が土に触れ、交流の場となる市民農園の提
供をはかる。 ○ ○ ○ ○ 農政課

14 手賀沼定例探鳥会（てがたん）
子どもから大人まで分かり易く楽しめる自然観察会
を目指す。 ○ ○ ○ ○ 鳥の博物館

15 あびこ自然観察隊
子どもから大人まで分かり易く楽しめる自然観察会
を目指す。 ○ ○ ○ ○ 鳥の博物館

16 山階鳥類研究所との連携・交流
講座や探鳥会等の共催事業を通して教育普及を
行う。 ○ ○ ○ ○ 鳥の博物館

17 ジャパンバードフェスティバル
自然環境への理解、市民団体間の交流の促進。

○ ○ ○ ○ 鳥の博物館

18 環境学習の推進
より多くの市民が手賀沼や環境について知り、浄
化活動に取り組む機会を提供するため、手賀沼や
環境に関する学習会を開催する。

○ ○ ○ ○ 手賀沼課

19 緑の講習会
　緑の講習会を通し、多くの市民に園芸やガーデニ
ングに興味を持ってもらい、花と緑にあふれるまち
づくりを推進する。

○ ○ ○ ○ 公園緑地課

20 廃棄物に関する教育啓発事業
資源循環型社会の構築を広く市民に理解してもら
うために情報提供、環境教育の充実を図る。

○ ○ ○ ○
クリーンセン
ター

21 文化財施設維持・管理
文化財整理室・湖北小郷土資料室・志賀復元書
斎・旧村川別荘の維持管理を行う。 ○ ○ ○ ○

文化・スポーツ
課

22 埋蔵文化財調査
個人専用住宅等に係る発掘調査を実施し、記録保
存する。 ○ ○ ○ ○

文化・スポーツ
課

23 公共事業発掘調査
公共事業に係る発掘調査を実施し、記録保存す
る。 ○ ○ ○ ○

文化・スポーツ
課

24 民間開発発掘調査
民間開発事業に係る発掘調査を実施し、記録保存
する。 ○ ○ ○ ○

文化・スポーツ
課

担　当　課
 実施年度

NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容

（5）地球温暖化対策など環境保全に関する啓発と市民活動への支援

（4）鳥の博物館と（財）山階鳥類研究所、千葉県手賀沼親水広場（水の館）との連携と協力

（7）郷土芸能や生活文化・祭りなどの保存・継承・支援

（6）ごみの減量化、リサイクルの啓発
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

25 文化財普及・活用
考古展、文化財体験教室等の開催。

○ ○ ○ ○
文化・スポーツ
課

26 埋蔵文化財報告書
未報告発掘調査の報告書作成による情報提供。

○ ○ ○ ○
文化・スポーツ
課

27 有形・無形文化財保護
県指定文化財、市指定文化財の維持・管理を行
う。 ○ ○ ○ ○

文化・スポーツ
課

28 郷土芸能活動の保護・育成事業
郷土芸能の発表の場を設けることにより、継承者
の意識の高揚と団体内の活性化を図る。 ○ ○ ○ ○

文化・スポーツ
課

29 電脳考古博物館運営
埋蔵文化財情報を発信する。

○ ○ ○ ○
文化・スポーツ
課

30 めるへん文庫
子供たちが創作活動に親しみを持ち、豊かな感性
を育ませる。 ○ ○ ○ ○

文化・スポーツ
課

31 芸術文化鑑賞

・子どものための舞台鑑賞事業：子供たちに良質
な舞台芸術鑑賞の機会提供を行なう。
・寄贈絵画展：市民の鑑賞意欲に応え、優れた絵
画の展示を行い、文化芸術の素晴らしさのを体感
できる機会提供とする。
・市民参加型コンサート：市内在住、在勤、在学で
16歳以上の様々なジャンルの音楽家を公募してコ
ンサートを開催し、多くの市民に鑑賞の機会とす
る。
・森のコンサート：相島芸術文化村や布佐市民の
森という地域に身近な場所でコンサートを開き、
ホールとは違った自然の中で発表ができる機会を
提供する。

○ ○ ○ ○
文化・スポーツ
課

32 芸術文化の普及

・文化祭：多くの市民に文化芸術に触れ親しむ機
会提供し、市民の文化芸術に関する関心を高め
る。
・文化芸術活動支援事業：市民が主体の実行委員
会を組織し事業を実施することにより、今後の我孫
子市の文化芸術活動の活性を図る。また、市民の
視点での企画提案を行うため文化芸術活動のマ
ンネリ化を防ぐ。
・市民コンサート：我孫子市内及び近郊の音楽愛
好家の交流を図るとともに、多くの市民に音楽を演
奏することの素晴らしさを身近に感じていただき、
市民の音楽活動の活性化を図る。
・音楽クリニック：小中学生がフルートやクラリネット
などの管楽器の演奏技術やメンテナンス方法を学
ぶことにより、楽器演奏や音楽の素晴らしさを知
り、プロやセミプロで活躍している講師の本物の音
に触れ、さらに音楽への関心を高める。

○ ○ ○ ○
文化・スポーツ
課

（10）文化・芸術活動や発表の場の確保

（9）文化・芸術活動の育成と情報発信

（8）埋蔵文化財や歴史資料など歴史的・文化的遺産の保存・活用や情報発信の拡充

担　当　課
 実施年度

NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

33 新たな文化施設の検討

市民の自主的な文化・芸術活動を一層促進するた
め、既存施設の効率的利用を一層進め、活動や発
表の場の充実を図る。また、新たな大規模ホール
を含めた文化施設について、立地整備方法などの
検討を行い、大規模ホール機能の確保を図る。

○ ○ ○ ○ 生涯学習課

担　当　課
 実施年度

NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

1 健康宣言教室

市民の自主的な健康づくりを目的に、運動、休養、
口腔衛生、栄養等の生活習慣の話や、実践的な
筋力アップ体操・ストレッチを実施し、参加者が正し
い生活習慣についての理解を深め、現在のライフ
スタイルを見直し、自分にあったアレンジを加え日
常生活を改善する機会とする。

○ ○ ○ ○
健康づくり支
援課

2 集団健康教育
保健センターで実施する各種がん検診等の場で、
生活習慣病予防のための健康教育を実施する。 ○ ○ ○ ○

健康づくり支
援課

3 健康フェア

健康寿命を延ばすために、普段から健康増進に努
め、病気の原因となる危険因子を予防・改善する
ための“一次予防”に取り組むための健康に関す
る啓発を行う。健康づくりに関する情報提供や健康
相談、ニュースポーツなど様々な健康づくりの取り
組みを紹介し、健康における運動習慣の重要性に
関する啓発を行う。

○ ○ ○ ○
健康づくり支
援課

4 小学校『歯磨き・食育指導』事業

市内全小学校の児童を対象に、歯科衛生士による
歯・口の健康教育、口腔機能育成を目指した食育
支援を行なう。

○ ○ ○ ○ 学校教育課

5 健康づくりうんどう教室

運動の習慣化を目指し、うんどう遊具を利用した運
動の実践、生活習慣病予防のための健康情報の
提供、ヘルスボランティアを育成し、地域ぐるみで
支え合う健康づくりの支援を行う。
・湖北台中央公園、天王台西公園、布佐南公園で
実施

○ ○ ○ ○
健康づくり支
援課

6 しあわせママパパ学級

体の変化が著しい妊娠期に、日常生活・栄養・環
境などについて、専門職の健康教育・アドバイスを
受けることで、妊娠期を健康に過ごし、お産を無事
に迎えられるよう啓発を図る。また夫婦が、妊娠・
出産・育児に関して学ぶ場を共有し、子育てや家
庭生活における互いの役割について考える機会と
する。

○ ○ ○ ○
健康づくり支
援課

7 手賀沼ふれあいウォーク
手賀沼周囲のウォーキングを実施し、健康におけ
る運動習慣の重要性を啓発する。 ○ ○ ○ ○

健康づくり支
援課

8 食品表示の推進

地域の商業施設に、食品や食事についての知識
を啓発し、利用者に還元してもらうことで、食の安
全の増進と、健康教育の機会を提供する。さらに、
食品表示について正しく理解でき、食の安全につ
いて意識する人を増やす。

○ ○ ○ ○
健康づくり支
援課

（1）生活習慣病の危険因子をなくすための一次予防

（2）食生活の改善や運動の習慣化などの健康づくり

担　当　課

基本計画　６　　心身の健康増進と、　生涯スポーツの推進

 実施年度
NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

9 小学校プール・体育館の一般開放

・市民が身近な場所で気軽にスポーツを楽しむこと
ができる環境を整備するため、学校施設の体育
館、校庭を開放、小学校プールを市民プールの代
替えとして夏季休業期間中に小学校プールを開放
する。

○ ○ ○ ○
文化・スポー
ツ課

10 スポーツリーダーバンク事業 登録者を体育指導員として活用する。 ○ ○ ○ ○
文化・スポー
ツ課

11 スポーツ指導者育成事業

・スポーツを通した交流や健康づくりを一層促進す
るため、体育協会や体育指導員と連携して生涯ス
ポーツを支えるしくみづくり人づくりを推進する。
・市民のスポーツニーズを把握し適切な指導を行
えるよう各種研修会等の情報を提供するとともに
積極的に参加を促す。

○ ○ ○ ○
文化・スポー
ツ課

12 ニュースポーツ普及事業
小学校を中心に誰でもできるニュースポーツの普
及を図る ○ ○ ○ ○

文化・スポー
ツ課

13 手賀沼エコマラソン支援事業
柏市、我孫子の２市によるマラソン大会を開催す
る。 ○ ○ ○ ○

文化・スポー
ツ課

14 スポーツ教室事業

・スポーツを通した交流や健康づくりを一層促進す
るため、優秀なスポーツ選手などの人材をスポー
ツの指導・振興にいかし、スポーツ教室を行う。

○ ○ ○ ○
文化・スポー
ツ課

15 健康スポーツ普及事業

・子供から高齢者まで、誰もが身近な場所でス
ポーツに気軽に親しみながら、健康・体力の保持・
増進や地域のコミュニケーションづくりが図れる総
合型スポーツクラブを育成する。

○ ○ ○ ○
文化・スポー
ツ課

（5）生涯スポーツの推進

（4）生涯スポーツを支えるしくみづくり・人づくり

（3）既存施設の整備・充実と民間施設を活用した場の確保

担　当　課
 実施年度

NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

1
生涯学習推進計画事業実施状況調
査

市民が主役の生涯学習の推進を図るため、我孫
子市生涯学習推進計画に基づく生涯学習事業の
進行管理及び調整を行う。

○ ○ ○ ○ 生涯学習課

2 あびこ楽校協議会の運営
生涯学習推進するための推進母体となるあびこ楽
校協議会を運営する。

○ ○ ○ ○ 生涯学習課

3 生涯学習事業普及
各課で実施する生涯学習関連事業について、広
報掲載時にあびこ楽校事業として「楽」マークを付
けて、生涯学習事業の普及をはかる。

○ ○ ○ ○ 生涯学習課

4 平和事業

平和に関する各種の事業を行い、戦争や核兵器
の恐ろしさ、平和の尊さを後世に伝える。
・広島または長崎平和祈念式典への派遣事業
・派遣中学生による発表会
・我孫子市平和祈念式典の開催
・戦後６５周年記念事業

○ ○ ○ ○ 企画課

5 男女共同参画講演会の実施
男女共同参画推進に対する理解をはかるため、男
女共同参画をテーマにした講演会を開催する。 ○ ○ ○ ○

市民活動支援
課

6 男女共同参画プランの進行管理
男女共同参画プランの進行管理を行う。

○ ○ ○ ○
市民活動支援
課

7 生涯学習推進本部事務局の運営
推進本部を開催し、各課で行われている生涯学習
関連事業の進行管理、総合調整を行う。

○ ○ ○ ○ 生涯学習課

8 市民講座への派遣
資源循環型社会の構築を普及するため、情報提
供、環境教育の充実を図る。

○ ○ ○ ○
クリーンセン
ター

9 出前講座の運営

市内に在住・在勤・在学している原則１０人以上の
参加者がいる団体やグループが主催する集会等
に、講師として市の職員・市民講師が出向き、専門
知識を活かした講座を行う。

○ ○ ○ ○ 生涯学習課

（4）市民の自主的な学習活動への支援

（3）大学や企業等との連携の強化

（2）生涯学習推進本部体制を強化、現代的課題への対応

担　当　課

基本計画　７　　生涯学習推進体制とあびこ楽校の充実

（1）生涯学習推進計画の推進

 実施年度

NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容
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21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

10 芸術文化の普及
文化団体が実施している事業を共催・後援するこ
とにより、文化団体の活動を活性化をはかる。 ○ ○ ○ ○

文化・スポー
ツ課

11 環境レンジャー活動への支援

市民の環境保全活動を支援する環境ボランティア
リーダーとしての環境レンジャーを育成し、その活
動を支援する。

○ ○ ○ ○ 手賀沼課

12 成人式
おとなになったことを自覚し自ら生き抜こうとする新
成人を祝い励ます。 ○ ○ ○ ○ 生涯学習課

13 市民カレッジ男塾

現代社会において、男性の一人暮らしや、老夫婦
の二人暮らし、妻の介護等、男性の家事への参加
が求められ、男性が料理の基礎を学び、初歩の調
理能力を身に付け、食と健康のつながりを意識す
ることで、豊かな家庭生活のきっかけとし、併せて
仲間づくりの場とする。

○ 生涯学習課

14 市民カレッジ　女性魅学コース

女性としてきらきら輝いた人生を送るため、これま
での自分を見つめ直し自分らしい生き方を考える
機会とする。

○ ○ ○ ○ 生涯学習課

15
生涯学習あびこ楽校フェスティバルの
実施

魅力あふれる学習機会及び自主的な学習活動の
場を提供する。

○ 生涯学習課

（6）人づくり・まちづくりにつながる学習内容の充実

担　当　課

（5）生涯学習活動団体への支援

 実施年度

NO 個　別　事　業 事　　業　　内　　容


